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(57)【要約】
【課題】　転送遅延やネットワークリソースの浪費等を
軽減することが可能な無線制御装置等を提供する。
【解決手段】　本発明の無線制御装置ＲＮＣは、第１の
基地局ＢＳ＃１を介して第１の移動局ＭＳ＃１との間で
第１の無線リンクＲＡＢ＃１を設定し、第２の基地局Ｂ
Ｓ＃２を介して第２の移動局ＭＳ＃２との間で第２の無
線リンクＲＡＢ＃１を設定するリンク設定部３３と、第
１又は第２の無線リンクＲＡＢ＃１、＃２に係る情報と
第１又は第２の移動局のアドレス情報（ＩＰアドレス）
とをそれぞれ関連付けて記憶する記憶部３１、３２と、
第１の基地局ＢＳ＃１から送信されたパケットに含まれ
る第２の移動局のアドレス情報（ＩＰアドレス）に関連
付けられている第２の無線リンクＲＡＢ＃２に係る情報
を用いて当該パケットを第２の基地局ＢＳ＃２に転送す
るパケット転送部３７とを具備する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コアネットワークに接続されている無線制御装置及び該無線制御装置に接続されている
基地局を介して、第１の移動局から第２の移動局にパケットを転送する無線通信システム
であって、
　前記無線制御装置は、
　第１の基地局を介して前記第１の移動局との間で第１の無線リンクを設定し、第２の基
地局を介して前記第２の移動局との間で第２の無線リンクを設定するリンク設定部と、
　設定された前記第１又は第２の無線リンクに係る情報と前記第１又は第２の移動局のア
ドレス情報とをそれぞれ関連付けて記憶する記憶部と、
　前記第１の基地局から送信されたパケットに含まれる前記第２の移動局のアドレス情報
に関連付けられている前記第２の無線リンクに係る情報を用いて、該パケットを前記第２
の基地局に転送するパケット転送部とを具備し、
　前記第１の基地局は、
　前記無線制御装置により設定された前記第１の無線リンクに係る情報と無線チャネルと
を関連付けて記憶する第１の記憶部と、
　前記第１の記憶部を参照して、前記第１の移動局からパケットが送信された無線チャネ
ルに関連付けられている前記第１の無線リンクに係る情報を用いて、前記無線制御装置に
該パケットを転送する第１のパケット転送部とを具備し、
　前記第２の基地局は、
　前記無線制御装置により設定された前記第２の無線リンクに係る情報とパケット受信ポ
ートとを関連付けて記憶する第２の記憶部と、
　前記第２の記憶部を参照して、前記無線制御装置からのパケットを受信した該第２の基
地局のパケット受信ポートに関連付けられた前記第２の無線リンクに係る情報を用いて前
記第２の移動局に該パケットを転送する第２のパケット転送部とを具備することを特徴と
する無線通信システム。
【請求項２】
前記第１の無線リンクに係る情報は、前記第１の基地局のパケット送信ポートを示す情報
及び前記無線制御装置のパケット受信ポートを示す情報を含み、
　前記第２の無線リンクに係る情報は、前記無線制御装置のパケット送信ポートを示す情
報及び前記第２の基地局のパケット受信ポートを示す情報を含むことを特徴とする請求項
１に記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記無線制御装置のパケット転送部は、前記第１の基地局から送信されたパケットに含
まれる前記第２の移動局のアドレス情報が、前記記憶部において特定の無線リンクに係る
情報に関連付けられていない場合、前記コアネットワークから前記第２の移動局のアドレ
ス情報に対応する前記第２の無線リンクに係る情報を取得し、取得した該第２の無線リン
クに係る情報を用いて該パケットを前記第２の基地局に転送し、
　前記無線制御装置の記憶部は、前記第２の移動局のアドレス情報と前記コアネットワー
クから取得した前記第２の無線リンクに係る情報とを関連付けて記憶することを特徴とす
る請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記無線制御装置は、所定の無線制御装置に対して、前記記憶部に記憶されている移動
局のアドレス情報について通知する通知部を具備し、
　前記無線制御装置の記憶部は、前記通知に含まれる前記移動局のアドレス情報と該通知
を送信した前記無線制御装置とを関連付けて記憶し、
　前記無線制御装置のパケット転送部は、前記第１の基地局から送信されたパケットに含
まれる前記第２の移動局のアドレス情報に関連付けられている前記無線制御装置に該パケ
ットを転送することを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項５】
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　コアネットワークに接続されている無線制御装置及び該無線制御装置に接続されている
基地局を介して、第１の移動局から第２の移動局にパケットを転送する無線通信方法であ
って、
　前記無線制御装置が、第１の基地局を介して前記第１の移動局との間で第１の無線リン
クを設定し、第２の基地局を介して前記第２の移動局との間で第２の無線リンクを設定す
る工程Ａと、　前記無線制御装置が、設定した前記第１又は第２の無線リンクに係る情報
と前記第１又は第２の移動局のアドレス情報とをそれぞれ関連付けて記憶部に記憶し、前
記第１の基地局が、前記無線制御装置により設定された前記第１の無線リンクに係る情報
と無線チャネルとを関連付けて第１の記憶部に記憶し、前記第２の基地局が、前記無線制
御装置により設定された前記第２の無線リンクに係る情報とパケット受信ポートとを関連
付けて第２の記憶部に記憶する工程Ｂと、
　前記第１の基地局が、前記第１の記憶部を参照して、前記第１の移動局からパケットが
送信された無線チャネルに関連付けられている前記第１の無線リンクに係る情報を用いて
前記無線制御装置に該パケットを転送する工程Ｃと、
　前記無線制御装置が、前記第１の基地局から送信されたパケットに含まれる前記第２の
移動局のアドレス情報に関連付けられている前記第２の無線リンクに係る情報を用いて、
該パケットを前記第２の基地局に転送する工程Ｄと、
　前記第２の基地局が、前記第２の記憶部を参照して、前記無線制御装置からのパケット
を受信した該第２の基地局のパケット受信ポートに関連付けられた前記第２の無線リンク
に係る情報を用いて、前記第２の移動局に該パケットを転送する工程Ｅとを有することを
特徴とする無線通信方法。
【請求項６】
　前記第１の無線リンクに係る情報は、前記第１の基地局のパケット送信ポートを示す情
報及び前記無線制御装置のパケット受信ポートを示す情報を含み、
　前記第２の無線リンクに係る情報は、前記無線制御装置のパケット送信ポートを示す情
報及び前記第２の基地局のパケット受信ポートを示す情報を含むことを特徴とする請求項
５に記載の無線通信方法。
【請求項７】
　前記工程Ｄにおいて、
　前記無線制御装置が、前記第１の基地局から送信されたパケットに含まれる前記第２の
移動局のアドレス情報が、前記記憶部において特定の無線リンクに係る情報に関連付けら
れていない場合、前記コアネットワークから前記第２の移動局のアドレス情報に対応する
前記第２の無線リンクに係る情報を取得し、取得した該第２の無線リンクに係る情報を用
いて該パケットを前記第２の基地局に転送し、　前記無線制御装置が、前記第２の移動局
のアドレス情報と前記コアネットワークから取得した前記第２の無線リンクに係る情報と
を関連付けて前記記憶部に記憶することを特徴とする請求項５に記載の無線通信方法。
【請求項８】
　前記無線制御装置が、所定の無線制御装置に対して、前記記憶部に記憶されている移動
局のアドレス情報について通知する工程と、
　前記無線制御装置が、前記通知に含まれる前記移動局のアドレス情報と該通知を送信し
た前記無線制御装置とを関連付けて記憶する工程と、
　前記工程Ｄにおいて、前記無線制御装置が、前記第１の基地局から送信されたパケット
に含まれる前記第２の移動局のアドレス情報に関連付けられている前記無線制御装置に該
パケットを転送することを特徴とする請求項５に記載の無線通信方法。
【請求項９】
　第１及び第２の基地局を介して第１の移動局から第２の移動局にパケットを転送する無
線通信システムで用いられ、コアネットワークに接続されている無線制御装置であって、
　第１の基地局を介して前記第１の移動局との間で第１の無線リンクを設定し、第２の基
地局を介して前記第２の移動局との間で第２の無線リンクを設定するリンク設定部と、
　設定された前記第１又は第２の無線リンクに係る情報と前記第１又は第２の移動局のア
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ドレス情報とをそれぞれ関連付けて記憶する記憶部と、
　前記第１の基地局から送信されたパケットに含まれる前記第２の移動局のアドレス情報
に関連付けられている前記第２の無線リンクに係る情報を用いて、該パケットを前記第２
の基地局に転送するパケット転送部とを具備することを特徴とする無線制御装置。
【請求項１０】
　前記パケット転送部は、前記第１の基地局から送信されたパケットに含まれる前記第２
の移動局のアドレス情報が、前記記憶部において特定の無線リンクに係る情報に関連付け
られていない場合、前記コアネットワークから前記第２の移動局のアドレス情報に対応す
る前記第２の無線リンクに係る情報を取得し、取得した該第２の無線リンクに係る情報を
用いて該パケットを前記第２の基地局に転送し、
　前記記憶部は、前記第２の移動局のアドレス情報と前記コアネットワークから取得した
前記第２の無線リンクに係る情報とを関連付けて記憶することを特徴とする請求項９に記
載の無線制御装置。
【請求項１１】
　コアネットワークに接続されている無線制御装置を介して、同一無線アクセスネットワ
ークに在圏する第１の移動局からの発呼に応じて該第１の移動局と第２の移動局とを接続
する無線通信システムであって、
　前記無線制御装置は、
　前記第１の移動局からの発呼を受け付ける呼受付部と、
　受け付けた呼に係る前記第１の移動局と前記第２の移動局との接続方法を、該無線制御
装置に接続されているローカル交換機に問い合わせる問い合わせ部と、
　前記ローカル交換機からの前記接続方法についての通知に応じて、前記コアネットワー
クを介することなく前記第１の移動局と前記第２の移動局とを接続する接続部とを具備し
、
　前記ローカル交換機は、
　特定の無線アクセスネットワークに在圏する移動局の位置登録情報を管理する位置登録
情報管理部と、
　前記無線制御装置からの前記接続方法の問い合わせに応じて前記位置登録情報管理部を
検索して、前記第２の移動局が該特定の無線アクセスネットワークに在圏している場合、
前記コアネットワークを介することなく前記第１の移動局と前記第２の移動局とを接続す
べき旨を示す前記接続方法を通知する通知部とを具備することを特徴とする無線通信シス
テム。
【請求項１２】
　前記無線制御装置は、前記コアネットワークに対して、前記特定の無線アクセスネット
ワークに在圏する移動局の位置登録情報を送信する際に、前記ローカル交換機に対して、
該移動局の位置登録情報を送信する位置登録情報送信部を具備し、
　前記ローカル交換機の位置登録情報管理部は、前記無線制御装置から送信された前記移
動局の位置登録情報を管理することを特徴とする請求項１１に記載の無線通信システム。
【請求項１３】
　コアネットワークに接続されている無線制御装置を介して、同一無線アクセスネットワ
ークに在圏する第１の移動局からの発呼に応じて該第１の移動局と第２の移動局とを接続
する無線通信方法であって、
　前記無線制御装置が、前記第１の移動局からの発呼を受け付ける工程Ａと、
　前記無線制御装置が、受け付けた呼に係る前記第１の移動局と前記第２の移動局との接
続方法を、該無線制御装置に接続されているローカル交換機に問い合わせる工程Ｂと、
　特定の無線アクセスネットワークに在圏する移動局の位置登録情報を管理している前記
ローカル交換機が、前記無線制御装置からの前記接続方法の問い合わせに応じて行った検
索の結果、前記第２の移動局が該特定の無線アクセスネットワークに在圏している場合、
前記コアネットワークを介することなく前記第１の移動局と前記第２の移動局とを接続す
べき旨を示す前記接続方法を通知する工程Ｃとを有することを特徴とする無線通信方法。
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【請求項１４】
　前記無線制御装置が、前記コアネットワークに対して、前記特定の無線アクセスネット
ワークに在圏する移動局の位置登録情報を送信する際に、前記ローカル交換機に対して、
該移動局の位置登録情報を送信する工程を有し、
　前記ローカル交換機は、前記無線制御装置から送信された前記移動局の位置登録情報を
管理することを特徴とする請求項１３に記載の無線通信方法。
【請求項１５】
　コアネットワークに接続されている無線制御装置を介して、同一無線アクセスネットワ
ークに在圏する第１の移動局からの発呼に応じて該第１の移動局と第２の移動局とを接続
する無線通信システムで用いられるローカル交換機であって、
　特定の無線アクセスネットワークに在圏する移動局の位置登録情報を管理する位置登録
情報管理部と、
　前記無線制御装置からの前記接続方法の問い合わせに応じて前記位置登録情報管理部を
検索して、前記第２の移動局が該特定の無線アクセスネットワークに在圏している場合、
前記コアネットワークを介することなく前記第１の移動局と前記第２の移動局とを接続す
べき旨を示す前記接続方法を通知する通知部とを具備することを特徴とするローカル交換
機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コアネットワークに接続されている無線制御装置及び該無線制御装置に接続
されている基地局を介して第１の移動局から第２の移動局にパケットを転送する無線通信
システム、無線通信方法及び無線制御装置に関する。
【０００２】
　また、本発明は、コアネットワークに接続されている無線制御装置を介して同一無線ア
クセスネットワークに在圏する第１の移動局からの発呼に応じて該第１の移動局と第２の
移動局とを接続する無線通信システム、無線通信方法及びローカル交換機に関する。
【背景技術】
【０００３】
　近年、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊ
ｅｃｔｓ）標準仕様が、コアネットワークに接続されている無線制御装置及び当該無線制
御装置に接続されている基地局を介して第１の移動局から第２の移動局にパケットを転送
する無線通信システム、及び、コアネットワークに接続されている無線制御装置を介して
同一無線アクセスネットワークに在圏する第１の移動局からの発呼に応じて該第１の移動
局と第２の移動局とを接続する無線通信システムを定義している（例えば、非特許文献１
及び非特許文献２参照）。
【０００４】
　図２２に、３ＧＰＰ標準仕様に基づく無線通信システムの概略構成を示す。図２１に示
すように、３ＧＰＰ標準仕様に基づく無線通信システムは、コアネットワークＣＮと、複
数の無線アクセスネットワーク（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）ＲＡＮ＃
１及び＃２とによって構成されている。
【０００５】
　コアネットワークＣＮには、回線交換用ゲートウェイＧＭＳＣと、回線交換機（Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ）ＭＳＣと、パケット交
換用ゲートウェイＧＧＳＮと、パケット交換機ＳＧＳＮと、ホームロケーションレジスタ
ＨＬＲと、ビジターロケーションレジスタＶＬＲとが設置されている。
【０００６】
　無線アクセスネットワークＲＡＮには、無線制御装置（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　
Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）ＲＮＣと、基地局（ノードＢ）ＢＳと、移動局ＭＳとが設置され
ている。
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【０００７】
　図２３を参照して、３ＧＰＰ標準仕様に基づく無線通信システムにおいて、コアネット
ワークＣＮに接続されている無線制御装置ＲＮＣ＃１と基地局ＢＳ＃１と基地局ＢＳ＃２
とを介して、第１の移動局ＭＳ＃１から第２の移動局ＭＳ＃２にパケットを転送する動作
を説明する。
【０００８】
　ステップ２２０１において、第１の移動局ＭＳ＃１が、第２の移動局ＭＳ＃２のＩＰア
ドレスａｄｒ＃Ｕ２を含むＩＰパケットを、無線チャネルを介して基地局ＢＳ＃２に送信
し、ステップ２２０２において、基地局ＢＳ＃１が、受信したＩＰパケットを無線制御装
置ＲＮＣ＃１に転送する。
【０００９】
　ステップ２２０３において、無線制御装置ＲＮＣ＃１は、第２の移動局ＭＳ＃２が在圏
する無線アクセスネットワークＲＡＮに関わらず、受信したＩＰパケットをコアネットワ
ークＣＮに転送する。ステップ２２０４において、コアネットワークＣＮが、第２の移動
局ＭＳ＃２のＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ２に基づいて、ルーティング情報を指示して上述の
ＩＰパケットを無線制御装置ＲＮＣ＃１に返送する。
【００１０】
　ステップ２２０５において、無線制御装置ＲＮＣ＃１が、指示されたルーティング情報
に基づいて、無線アクセスネットワークＲＡＮ＃１内の基地局ＢＳ＃２に上述のＩＰパケ
ットを送信し、ステップ２２０６において、基地局ＢＳ＃２が、受信したＩＰパケットを
、無線チャネルを介して第２の移動局ＭＳ＃２に送信する。
【００１１】
　次に、図２４を参照して、３ＧＰＰ標準仕様に基づく無線通信システムにおいて、コア
ネットワークＣＮに接続されている無線制御装置ＲＮＣ＃１を介して同一無線アクセスネ
ットワークＲＡＮ＃１に在圏する第１の移動局ＭＳ＃１からの発呼に応じて当該第１の移
動局ＭＳ＃１と第２の移動局ＭＳ＃２とを接続する動作を説明する。
【００１２】
　ステップ２３０１において、第１の移動局ＭＳ＃１が、第２の移動局ＭＳ＃２に対して
発呼する、具体的には、第２の移動局ＭＳ＃２との接続要求を、無線チャネルを介して無
線制御装置ＲＮＣ＃１に送信する。
【００１３】
　ステップ２３０２において、無線制御装置ＲＮＣ＃２が、第２の移動局ＭＳ＃２との接
続要求に応じて、当該接続要求に係る第１の移動局と前記第２の移動局との接続方法を、
コアネットワークＣＮ内の回線交換機ＭＳＣに問い合わせる。
【００１４】
　ステップ２３０３において、回線交換機ＭＳＣが、ビジターロケーションレジスタＶＬ
Ｒを検索することによって、第２の移動局ＭＳ＃２の位置情報について取得する。
【００１５】
　ステップ２３０４において、回線交換機ＭＳＣが、第２の移動局ＭＳ＃２の位置情報に
基づいて決定した第１の移動局ＭＳ＃１と第２の移動局ＭＳ＃２との接続方法を、無線制
御装置ＲＮＣ＃１に対して通知（指示）する。
【００１６】
　ステップ２３０５において、無線制御装置ＲＮＣ＃１が、通知された接続方法に基づい
て、第２の移動局ＭＳ＃２に対して接続要求を送信し、ステップ２３０６において、第１
の移動局と前記第２の移動局との接続が開始される。
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ　２３.０６０　Ｖ５.２.０　５.６.２　１４.４節
【非特許文献２】立川　敬二　監修、「Ｗ-ＣＤＭＡ移動通信方式」、丸善株式会社　出
版、第２４７頁乃至２６０頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１７】
　しかしながら、従来の無線通信システムでは、同一の無線アクセスネットワークＲＡＮ
に在圏する移動局ＭＳ間で、ＩＰパケットを転送する場合であっても、当該ＩＰパケット
は、必ずコアネットワークＣＮに転送されるため、転送効率が悪く、転送遅延やネットワ
ークリソースの浪費等をもたらすという問題点があった。
【００１８】
　また、従来の無線通信システムでは、同一の無線アクセスネットワークＲＡＮに在圏す
る第１の移動局ＭＳ＃１から第２の移動局ＭＳ＃２に発呼する場合であっても、無線制御
装置ＲＮＣ＃１が、必ずコアネットワークＣＮ内のビジターロケーションレジスタＶＬＲ
から移動局ＭＳ＃２の位置情報を取得しなければならず、接続遅延やネットワークリソー
スの浪費をもたらすという問題点があった。
【００１９】
　そこで、本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、転送遅延やネットワークリソー
スの浪費等を軽減することが可能な無線通信システム、無線通信方法、無線制御装置及び
ローカル交換機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の第１の特徴は、コアネットワークに接続されている無線制御装置及び該無線制
御装置に接続されている基地局を介して、第１の移動局から第２の移動局にパケットを転
送する無線通信システムであって、前記無線制御装置が、第１の基地局を介して前記第１
の移動局との間で第１の無線リンクを設定し、第２の基地局を介して前記第２の移動局と
の間で第２の無線リンクを設定するリンク設定部と、設定された前記第１又は第２の無線
リンクに係る情報と前記第１又は第２の移動局のアドレス情報とをそれぞれ関連付けて記
憶する記憶部と、前記第１の基地局から送信されたパケットに含まれる前記第２の移動局
のアドレス情報に関連付けられている前記第２の無線リンクに係る情報を用いて、該パケ
ットを前記第２の基地局に転送するパケット転送部とを具備し、前記第１の基地局が、前
記無線制御装置により設定された前記第１の無線リンクに係る情報と無線チャネルとを関
連付けて記憶する第１の記憶部と、前記第１の記憶部を参照して、前記第１の移動局から
パケットが送信された無線チャネルに関連付けられている前記第１の無線リンクに係る情
報を用いて、前記無線制御装置に該パケットを転送する第１のパケット転送部とを具備し
、前記第２の基地局が、前記無線制御装置により設定された前記第２の無線リンクに係る
情報とパケット受信ポートとを関連付けて記憶する第２の記憶部と、前記第２の記憶部を
参照して、前記無線制御装置からのパケットを受信した該第２の基地局のパケット受信ポ
ートに関連付けられた前記第２の無線リンクに係る情報を用いて前記第２の移動局に該パ
ケットを転送する第２のパケット転送部とを具備することを要旨とする。
【００２１】
　かかる発明によれば、無線制御装置のパケット転送部が、第１の基地局から送信された
パケットに含まれる第２の移動局のアドレス情報に関連付けられている第２の無線リンク
に係る情報を用いて当該パケットを第２の基地局に転送するため、コアネットワークを介
することなく同一の無線アクセスネットワーク内の移動局間でパケットを転送することが
でき、パケット転送効率を向上することができる。
【００２２】
　また、本発明の第１の特徴において、前記第１の無線リンクに係る情報が、前記第１の
基地局のパケット送信ポートを示す情報及び前記無線制御装置のパケット受信ポートを示
す情報を含み、前記第２の無線リンクに係る情報が、前記無線制御装置のパケット送信ポ
ートを示す情報及び前記第２の基地局のパケット受信ポートを示す情報を含むことが好ま
しい。
【００２３】
　また、本発明の第１の特徴において、前記無線制御装置のパケット転送部が、前記第１
の基地局から送信されたパケットに含まれる前記第２の移動局のアドレス情報が、前記記
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憶部において特定の無線リンクに係る情報に関連付けられていない場合、前記コアネット
ワークから前記第２の移動局のアドレス情報に対応する前記第２の無線リンクに係る情報
を取得し、取得した該第２の無線リンクに係る情報を用いて該パケットを前記第２の基地
局に転送し、前記無線制御装置の記憶部が、前記第２の移動局のアドレス情報と前記コア
ネットワークから取得した前記第２の無線リンクに係る情報とを関連付けて記憶すること
が好ましい。
【００２４】
　かかる発明によれば、無線制御装置の記憶部が、第２の移動局のアドレス情報とコアネ
ットワークから取得した第２の無線リンクに係る情報とを関連付けて記憶するため、無線
制御装置が、毎回コアネットワークを介して第２の移動局宛てのＩＰパケットを転送する
必要がなくなり、パケット転送効率を向上することができる。
【００２５】
　また、本発明の第１の特徴において、前記無線制御装置が、所定の無線制御装置に対し
て、前記記憶部に記憶されている移動局のアドレス情報について通知する通知部を具備し
、前記無線制御装置の記憶部が、前記通知に含まれる前記移動局のアドレス情報と該通知
を送信した前記無線制御装置とを関連付けて記憶し、前記無線制御装置のパケット転送部
が、前記第１の基地局から送信されたパケットに含まれる前記第２の移動局のアドレス情
報に関連付けられている前記無線制御装置に該パケットを転送することが好ましい。
【００２６】
　かかる発明によれば、無線制御装置間で、自身が管理する移動局のアドレス情報を通知
しあうため、コアネットワークを介して行われるパケット転送の頻度を減らすことができ
る。
【００２７】
　本発明の第２の特徴は、コアネットワークに接続されている無線制御装置及び該無線制
御装置に接続されている基地局を介して、第１の移動局から第２の移動局にパケットを転
送する無線通信方法であって、前記無線制御装置が、第１の基地局を介して前記第１の移
動局との間で第１の無線リンクを設定し、第２の基地局を介して前記第２の移動局との間
で第２の無線リンクを設定する工程Ａと、前記無線制御装置が、設定した前記第１又は第
２の無線リンクに係る情報と前記第１又は第２の移動局のアドレス情報とをそれぞれ関連
付けて記憶部に記憶し、前記第１の基地局が、前記無線制御装置により設定された前記第
１の無線リンクに係る情報と無線チャネルとを関連付けて第１の記憶部に記憶し、前記第
２の基地局が、前記無線制御装置により設定された前記第２の無線リンクに係る情報とパ
ケット受信ポートとを関連付けて第２の記憶部に記憶する工程Ｂと、前記第１の基地局が
、前記第１の記憶部を参照して、前記第１の移動局からパケットが送信された無線チャネ
ルに関連付けられている前記第１の無線リンクに係る情報を用いて前記無線制御装置に該
パケットを転送する工程Ｃと、前記無線制御装置が、前記第１の基地局から送信されたパ
ケットに含まれる前記第２の移動局のアドレス情報に関連付けられている前記第２の無線
リンクに係る情報を用いて、該パケットを前記第２の基地局に転送する工程Ｄと、前記第
２の基地局が、前記第２の記憶部を参照して、前記無線制御装置からのパケットを受信し
た該第２の基地局のパケット受信ポートに関連付けられた前記第２の無線リンクに係る情
報を用いて、前記第２の移動局に該パケットを転送する工程Ｅとを有することを要旨とす
る。
【００２８】
　本発明の第３の特徴は、第１及び第２の基地局を介して第１の移動局から第２の移動局
にパケットを転送する無線通信システムで用いられ、コアネットワークに接続されている
無線制御装置であって、第１の基地局を介して前記第１の移動局との間で第１の無線リン
クを設定し、第２の基地局を介して前記第２の移動局との間で第２の無線リンクを設定す
るリンク設定部と、設定された前記第１又は第２の無線リンクに係る情報と前記第１又は
第２の移動局のアドレス情報とをそれぞれ関連付けて記憶する記憶部と、前記第１の基地
局から送信されたパケットに含まれる前記第２の移動局のアドレス情報に関連付けられて
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いる前記第２の無線リンクに係る情報を用いて、該パケットを前記第２の基地局に転送す
るパケット転送部とを具備することを要旨とする。
【００２９】
　本発明の第４の特徴は、コアネットワークに接続されている無線制御装置を介して、同
一無線アクセスネットワークに在圏する第１の移動局からの発呼に応じて該第１の移動局
と第２の移動局とを接続する無線通信システムであって、前記無線制御装置が、前記第１
の移動局からの発呼を受け付ける呼受付部と、受け付けた呼に係る前記第１の移動局と前
記第２の移動局との接続方法を、該無線制御装置に接続されているローカル交換機に問い
合わせる問い合わせ部と、前記ローカル交換機からの前記接続方法についての通知に応じ
て、前記コアネットワークを介することなく前記第１の移動局と前記第２の移動局とを接
続する接続部とを具備し、前記ローカル交換機が、特定の無線アクセスネットワークに在
圏する移動局の位置登録情報を管理する位置登録情報管理部と、前記無線制御装置からの
前記接続方法の問い合わせに応じて前記位置登録情報管理部を検索して、前記第２の移動
局が該特定の無線アクセスネットワークに在圏している場合、前記コアネットワークを介
することなく前記第１の移動局と前記第２の移動局とを接続すべき旨を示す前記接続方法
を通知する通知部とを具備することを要旨とする。
【００３０】
　かかる発明によれば、無線制御装置の接続部が、ローカル交換機からの接続方法につい
ての通知に応じて、コアネットワークを介することなく第１の移動局と第２の移動局とを
接続するため、ローカル交換機の位置登録情報管理部によって位置登録情報が管理されて
いる移動局同士を、コアネットワークを介することなく接続することができ、コアネット
ワークの負担を軽減することができる。
【００３１】
　本発明の第４の特徴において、前記無線制御装置が、前記コアネットワークに対して、
前記特定の無線アクセスネットワークに在圏する移動局の位置登録情報を送信する際に、
前記ローカル交換機に対して、該移動局の位置登録情報を送信する位置登録情報送信部を
具備し、前記ローカル交換機の位置登録情報管理部が、前記無線制御装置から送信された
前記移動局の位置登録情報を管理することが好ましい。
【００３２】
　かかる発明によれば、ローカル交換機の位置登録情報管理部が、無線制御装置から送信
された移動局の位置登録情報を管理するため、移動局の移動に柔軟に対応することができ
る。
【００３３】
　本発明の第５の特徴は、コアネットワークに接続されている無線制御装置を介して、同
一無線アクセスネットワークに在圏する第１の移動局からの発呼に応じて該第１の移動局
と第２の移動局とを接続する無線通信方法であって、前記無線制御装置が、前記第１の移
動局からの発呼を受け付ける工程Ａと、前記無線制御装置が、受け付けた呼に係る前記第
１の移動局と前記第２の移動局との接続方法を、該無線制御装置に接続されているローカ
ル交換機に問い合わせる工程Ｂと、特定の無線アクセスネットワークに在圏する移動局の
位置登録情報を管理している前記ローカル交換機が、前記無線制御装置からの前記接続方
法の問い合わせに応じて行った検索の結果、前記第２の移動局が該特定の無線アクセスネ
ットワークに在圏している場合、前記コアネットワークを介することなく前記第１の移動
局と前記第２の移動局とを接続すべき旨を示す前記接続方法を通知する工程Ｃとを有する
ことを要旨とする。
【００３４】
　本発明の第６の特徴は、コアネットワークに接続されている無線制御装置を介して、同
一無線アクセスネットワークに在圏する第１の移動局からの発呼に応じて該第１の移動局
と第２の移動局とを接続する無線通信システムで用いられるローカル交換機であって、特
定の無線アクセスネットワークに在圏する移動局の位置登録情報を管理する位置登録情報
管理部と、前記無線制御装置からの前記接続方法の問い合わせに応じて前記位置登録情報
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管理部を検索して、前記第２の移動局が該特定の無線アクセスネットワークに在圏してい
る場合、前記コアネットワークを介することなく前記第１の移動局と前記第２の移動局と
を接続すべき旨を示す前記接続方法を通知する通知部とを具備することを要旨とする。
【発明の効果】
【００３５】
　以上説明したように、本発明によれば、転送遅延やネットワークリソースの浪費等を軽
減することが可能な無線通信システム、無線通信方法、無線制御装置及びローカル交換機
を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　（本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムの構成）　図１乃至図５を参照して
、本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。本実施形態
に係る無線通信システムは、３ＧＰＰ標準仕様に従うコアネットワークＣＮに接続されて
いる無線制御装置ＲＮＣ＃１及び該無線制御装置ＲＮＣ＃１に接続されている基地局ＢＳ
＃１及びＢＳ＃２を介して、第１の移動局ＭＳ＃１から第２の移動局ＭＳ＃２にＩＰパケ
ットを転送するものである。
【００３７】
　ここで、第１の移動局ＭＳ＃１及び第２の移動局ＭＳ＃２は、同一無線アクセスネット
ワークＲＡＮ配下の異なる基地局ＢＳ＃１及びＢＳ＃２にそれぞれ接続している。
【００３８】
　また、ＩＰパケット転送に使用される無線リンクＲＡＢ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｂｅａｒｅｒ）＃１が、無線制御装置ＲＮＣ＃１のＩＰパケット送受信ポート＃２と基地
局ＢＳ＃１のＩＰパケット送受信ポート＃１と無線チャネル＃１とを介して、無線制御装
置ＲＮＣ＃１と移動局ＭＳ＃１との間で設定されている。
【００３９】
　また、無線リンクＲＡＢ＃２が、無線制御装置ＲＮＣ＃１のＩＰパケット送受信ポート
＃４と基地局ＢＳ＃２のＩＰパケット送受信ポート＃３と無線チャネル＃２とを介して、
無線制御装置ＲＮＣ＃１と移動局ＭＳ＃２との間で設定されている。
【００４０】
　ここで、基地局ＢＳ＃１のＩＰパケット送受信ポート＃１では、ＩＰアドレスがａｄｒ
＃ｎ１であり、ＵＤＰポート番号がｐ＃ｎ１である。また、無線制御装置ＲＮＣ＃１のＩ
Ｐパケット送受信ポート＃２では、ＩＰアドレスがａｄｒ＃ｒ１であり、ＵＤＰポート番
号がｐ＃ｒ１である。また、基地局ＢＳ＃２のＩＰパケット送受信ポート＃３では、ＩＰ
アドレスがａｄｒ＃ｎ２であり、ＵＤＰポート番号がｐ＃ｎ２である。また、無線制御装
置ＲＮＣ＃１のＩＰパケット送受信ポート＃４では、ＩＰアドレスがａｄｒ＃ｒ２であり
、ＵＤＰポート番号がｐ＃ｒ２である。また、無線チャネル＃１のチャネル番号はｃｈ＃
１であり、無線チャネル＃２のチャネル番号はｃｈ＃２である。
【００４１】
　なお、無線リンクＲＡＢ＃１及び＃２は、３ＧＰＰ標準仕様に規定されている「Ａｃｔ
ｉｖｅ　ＰＤＰ　Ｃｏｎｔｅｘｔ手順」によって設定されるものとする。
【００４２】
　基地局ＢＳは、図２に示すように、ＩＰパケット送受信ポート-ＲＡＢ変換テーブル１
１と、無線チャネル-ＲＡＢ変換テーブル１２と、ＲＡＢ情報テーブル１３と、リンク設
定部１４と、パケット受信部１５と、カプセル化部１６と、パケット転送部１７とを具備
している。
【００４３】
　ＩＰパケット送受信ポート-ＲＡＢ変換テーブル１１は、図３（ａ）及び（ｄ）に示す
ように、ＩＰパケット送受信ポートと無線リンクＲＡＢとを関連付けるレコードを記憶す
るものである。基地局ＢＳ＃１は、図３（ａ）に示すＩＰパケット送受信ポート-ＲＡＢ
変換テーブル１１を具備し、基地局ＢＳ＃２は、図３（ｄ）に示すＩＰパケット送受信ポ
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ート-ＲＡＢ変換テーブル１１を具備している。
【００４４】
　無線チャネル-ＲＡＢ変換テーブル１２は、図３（ｂ）及び（ｅ）に示すように、無線
チャネルと無線リンクＲＡＢとを関連付けるレコードを記憶するものである。基地局ＢＳ
＃１は、図３（ｂ）に示す無線チャネル-ＲＡＢ変換テーブル１２を具備し、基地局ＢＳ
＃２は、図３（ｅ）に示す無線チャネル-ＲＡＢ変換テーブル１２を具備している。
【００４５】
　ＲＡＢ情報テーブル１３は、図３（ｃ）及び（ｆ）に示すように、無線リンクＲＡＢと
無線チャネルと基地局側のＩＰパケット送受信ポートと無線制御装置側のＩＰパケット送
受信ポートとを関連付けるレコードを記憶するものである。基地局ＢＳ＃１は、図３（ｃ
）に示すＲＡＢ情報テーブル１３を具備し、基地局ＢＳ＃２は、図３（ｆ）に示すＲＡＢ
情報テーブル１３を具備している。
【００４６】
　本実施形態において、基地局ＢＳ＃１が具備するＩＰパケット送受信ポート-ＲＡＢ変
換テーブル１１と無線チャネル-ＲＡＢ変換テーブル１２とＲＡＢ情報テーブル１３とが
、無線制御装置ＲＮＣ＃１により設定された第１の無線リンクＲＡＢ＃１に係る情報と無
線チャネル＃１とを関連付けて記憶する第１の記憶部を構成する。
【００４７】
　ここで、第１の無線リンクに係る情報は、第１の基地局ＢＳ＃１のＩＰパケット送受信
ポートを示す情報（ＩＰアドレス：ａｄｒ＃ｎ１、ＵＤＰポート番号：ｐ＃ｎ１）及び無
線制御装置ＲＮＣ＃１のＩＰパケット送受信ポートを示す情報（ＩＰアドレス：ａｄｒ＃
ｒ１、ＵＤＰポート番号：ｐ＃ｒ１）を含む。
【００４８】
　また、基地局ＢＳ＃２が具備するＩＰパケット送受信ポート-ＲＡＢ変換テーブル１１
と無線チャネル-ＲＡＢ変換テーブル１２とＲＡＢ情報テーブル１３とが、無線制御装置
ＲＮＣ＃１により設定された第２の無線リンクＲＡＢ＃２に係る情報とＩＰパケット送受
信ポートとを関連付けて記憶する第２の記憶部を構成する。
【００４９】
　ここで、第２の無線リンクに係る情報は、第２の基地局ＢＳ＃２のＩＰパケット送受信
ポートを示す情報（ＩＰアドレス：ａｄｒ＃ｎ２、ＵＤＰポート番号：ｐ＃ｎ２）及び無
線制御装置ＲＮＣ＃１のＩＰパケット送受信ポートを示す情報（ＩＰアドレス：ａｄｒ＃
ｒ２、ＵＤＰポート番号：ｐ＃ｒ２）を含む。
【００５０】
　リンク設定部１４は、無線制御装置ＲＮＣ＃１と移動局ＭＳとの間で無線リンクＲＡＢ
を設定するものである。
【００５１】
　パケット受信部１５は、無線チャネルを介して移動局から送信されたＩＰパケット又は
コアネットワークＣＮから送信されたＩＰパケットを受信するものである。カプセル化部
１６は、第１又は第２の無線リンクに係る情報を用いて、パケット受信部１５により受信
されたＩＰパケットをカプセル化するものである。パケット転送部１７は、カプセル化部
１６によりカプセル化されたＩＰパケットを転送するものである。
【００５２】
　本実施形態において、第１の基地局ＢＳ＃１が具備するカプセル化部１６及びパケット
転送部１７が、第１の移動局ＢＳ＃１からＩＰパケットが送信された無線チャネル＃１に
関連付けられている第１の無線リンクＲＡＢ＃１に係る情報を用いて、無線制御装置ＲＮ
Ｃ＃１に当該ＩＰパケットを転送する第１のパケット転送部を構成する。
【００５３】
　また、第２の基地局ＢＳ＃２が具備するカプセル化部１６及びパケット転送部１７が、
第２の記憶部１１乃至１３を参照して、無線制御装置ＲＮＣ＃１からのＩＰパケットを受
信した当該第２の基地局ＢＳ＃２のＩＰパケット送受信ポート＃３に関連付けられた第２
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の無線リンクＲＡＢ＃２に係る情報を用いて、第２の移動局ＢＳ＃２に当該ＩＰパケット
を転送する第２のパケット転送部を構成する。
【００５４】
　無線制御装置ＲＮＣは、図４に示すように、ＲＡＢ-ＩＰパケット送受信ポート変換テ
ーブル３１と、ＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２と、リンク設定部３３と、パケッ
ト受信部３４と、データベース管理部３５と、カプセル化部３６と、パケット転送部３７
とを具備する。
【００５５】
　ＲＡＢ-ＩＰパケット送受信ポート変換テーブル３１は、図５（ａ）に示すように、無
線リンクＲＡＢと無線制御装置側のＩＰパケット送受信ポートと基地局側のＩＰパケット
送受信ポートとを関連付けるレコードを記憶するものである。
【００５６】
　ＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２は、図５（ｂ１）乃至（ｂ３）に示すように、
ＩＰアドレスと無線リンクＲＡＢと無線制御装置とを関連付けるレコードを記憶するもの
である。ＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２は、図５（ｂ１）乃至（ｂ３）に示すよ
うに、未知のＩＰアドレスを含むＩＰパケットを転送する度に更新される。
【００５７】
　本実施形態において、ＲＡＢ-ＩＰパケット送受信ポート変換テーブル３１及びＩＰア
ドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２が、第１の無線リンクＲＡＢ＃１又は第２の無線リンク
ＲＡＢ＃２に係る情報と、第１の移動局ＭＳ＃１のアドレス情報（ＩＰアドレス）又は第
２の移動局ＭＳ＃２のアドレス情報（ＩＰアドレス）とをそれぞれ関連付けて記憶する記
憶部を構成する。
【００５８】
　リンク設定部３３は、基地局ＢＳを介して移動局ＭＳとの間で無線リンクＲＡＢを設定
するものである。パケット受信部３４は、基地局ＢＳ又はコアネットワークＣＮから送信
されたＩＰパケットを受信するものである。
【００５９】
　データベース管理部３５は、ＲＡＢ-ＩＰパケット送受信ポート変換テーブル３１及び
ＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２に対して、検索処理や更新処理を行うものである
。例えば、データベース管理部３５は、第１の基地局ＢＳ＃１から送信されたＩＰパケッ
トに含まれる第２の移動局ＭＳ＃２のアドレス情報（ＩＰアドレス：ａｄｒ＃Ｕ２）が、
ＲＡＢ-ＩＰパケット送受信ポート変換テーブル３１及びＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブ
ル３２において、特定の無線リンクＲＡＢに係る情報に関連付けられているか否かを検索
することができる。
【００６０】
　カプセル化部３６は、基地局ＭＳから送信されたＩＰパケットに含まれる宛先移動局Ｍ
Ｓのアドレス情報（ＩＰアドレス）に関連付けられている無線リンクＲＡＢに係る情報を
用いて、当該ＩＰパケットをカプセル化するものである。パケット転送部３７は、カプセ
ル化部１６によりカプセル化されたＩＰパケットを転送するものである。
【００６１】
　本実施形態において、カプセル化部３６及びパケット転送部３７が、第１の基地局ＢＳ
＃１から送信されたＩＰパケットに含まれる第２の移動局ＭＳ＃２のアドレス情報（ＩＰ
アドレス：ａｄｒ＃Ｕ２）に関連付けられている第２の無線リンクＲＡＢ＃２に係る情報
（例えば、ＩＰパケット送受信ポートのアドレス情報）を用いて、当該ＩＰパケットを第
２の基地局ＢＳ＃２に転送するパケット転送部を構成する。
【００６２】
　また、パケット転送部３７は、第１の基地局ＢＳ＃１から送信されたＩＰパケットに含
まれる第２の移動局ＭＳ＃２のアドレス情報（ＩＰアドレス：ａｄｒ＃Ｕ２）が、ＲＡＢ
-ＩＰパケット送受信ポート変換テーブル３１及びＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２
において、特定の無線リンクＲＡＢに係る情報に関連付けられていない場合、コアネット
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ワークＣＮから第２の移動局ＭＳ＃２のアドレス情報（ＩＰアドレス：ａｄｒ＃Ｕ２）に
対応する第２の無線リンクＲＡＢに係る情報を取得し、当該第２の無線リンクに係る情報
を用いて当該ＩＰパケットを第２の基地局ＢＳ＃２に転送する。
【００６３】
　この際、ＲＡＢ-ＩＰパケット送受信ポート変換テーブル３１及びＩＰアドレス-ＲＡＢ
変換テーブル３２は、第２の移動局ＭＳ＃２のアドレス情報（ＩＰアドレス：ａｄｒ＃Ｕ
２）とコアネットワークＣＮから取得した第２の無線リンクＲＡＢ＃２に係る情報とを関
連付けて記憶する。
【００６４】
　（本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムの動作）
　図６及び図７を参照して、本実施形態に係る無線通信システムの動作を説明する。図６
は、第２の移動局ＭＳ＃２のアドレス情報（ＩＰアドレス：ａｄｒ＃Ｕ２）が、ＲＡＢ-
ＩＰパケット送受信ポート変換テーブル３１及びＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２
において、特定の無線リンクＲＡＢに係る情報に関連付けられていない場合の例を示す。
一方、図７は、第２の移動局ＭＳ＃２のアドレス情報（ＩＰアドレス：ａｄｒ＃Ｕ２）が
、ＲＡＢ-ＩＰパケット送受信ポート変換テーブル３１及びＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テー
ブル３２において、無線リンクＲＡＢ＃２に係る情報に関連付けられている場合の例を示
す。
【００６５】
　第１に、図６に示す例について説明する。図６に示すように、ステップ６０１において
、移動局ＭＳ＃１が、宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ２及び発信元ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ
１を含むＩＰパケットを基地局ＢＳ＃１に、無線チャネル＃１を介して送信する。
【００６６】
　ステップ６０２において、基地局ＢＳ＃１のカプセル化部１６が、ＩＰパケット送受信
ポート-ＲＡＢ変換テーブル１１と無線チャネル-ＲＡＢ変換テーブル１２とＲＡＢ情報テ
ーブル１３とを参照して、無線チャネル＃１に関連付けられている基地局ＢＳ＃１側のＩ
Ｐパケット送受信ポート及び無線制御装置ＲＮＣ＃１側のＩＰパケット送受信ポートを検
索する。そして、基地局ＢＳ＃１のカプセル化部１６が、パケット受信部１５により受信
したＩＰパケットを、宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃ｒ１と宛先ＵＤＰポート番号ｐ＃ｒ１と
発信元ＩＰアドレスａｄｒ＃ｎ１と発信元ＵＤＰポート番号ｐ＃ｎ１とを含むＵＤＰ/Ｉ
Ｐヘッダでカプセル化する。
【００６７】
　ステップ６０３において、基地局ＢＳ＃１のパケット転送部１７が、カプセル化された
ＩＰパケットを無線制御装置ＲＮＣ＃１に転送する。
【００６８】
　ステップ６０４において、無線制御装置ＲＮＣ＃１のデータベース管理部３５が、ＲＡ
Ｂ-ＩＰパケット送受信ポート変換テーブル３１及びＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３
２を参照して、パケット受信部３４により受信したＩＰパケットに含まれる宛先ＩＰアド
レスａｄｒ＃Ｕ２を含むレコードが記憶されているか否かについて検索する。図６の例で
は、ＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２は、図５（ｂ１）の状態であるものとする。
【００６９】
　したがって、宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ２を含むレコードが記憶されていないため、
無線制御装置ＲＮＣ＃１のカプセル化部３６は、３ＧＰＰ標準仕様で規定されているＧＴ
Ｐ（ＧＰＲＳ　Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ヘッダを用いたカプセル化を行
う。
【００７０】
　ステップ６０５において、無線制御装置ＲＮＣ＃１のパケット転送部３７は、カプセル
化されたＧＴＰパケットをコアネットワークＣＮに転送する。また、データベース管理部
３５は、ＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２に、パケット受信部３４により受信した
ＩＰパケットに含まれる第１の移動局のＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ１と、当該第１の移動局
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ＭＳ＃１に割り当てられている無線リンクＲＡＢ＃１と、当該無線制御装置ＲＮＣ＃１の
識別情報とを記憶する（図５（ｂ２）参照）。
【００７１】
　ステップ６０６において、ＧＴＰパケットは、３ＧＰＰ標準仕様で規定されているルー
ティング手順に従って、コアネットワークＣＮから無線制御装置ＲＮＣ＃１に返送される
。
【００７２】
　ステップ６０７において、無線制御装置ＲＮＣ＃１のデータベース管理部３５は、３Ｇ
ＰＰ標準仕様に規定されている手順に従って、受信したＧＴＰパケットのＧＴＰヘッダに
含まれるＴＥＩＤ（Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ　Ｅｎｄｐｏｉｎｔ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｅｒ）に
基づいて、宛先移動局ＭＳ＃２に割り当てられている無線リンクＲＡＢ＃２を特定する。
【００７３】
　次に、カプセル化部３６が、ＲＡＢ-ＩＰパケット送受信ポート変換テーブル３１を参
照して、無線リンクＲＡＢ＃２に関連付けられている無線制御装置側のＩＰパケット送受
信ポート及び基地局側のＩＰパケット送受信ポートに係る情報を取得する。そして、カプ
セル化部３６が、宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ２及び発信元ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ１を
含むＩＰパケットについて、宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃ｎ２と宛先ＵＤＰポート番号ｐ＃
ｎ２と発信元ＩＰアドレスａｄｒ＃ｒ２と発信元ＵＤＰポート番号ｐ＃ｒ２とを含むＵＤ
Ｐ/ＩＰヘッダでカプセル化を行う。
【００７４】
　また、データベース管理部３５は、ＧＴＰパケットの内部にカプセル化されている第２
の移動局ＭＳ＃２のＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ２と、第２の移動局ＭＳ＃２に割り当てられ
ている無線リンクＲＡＢ＃２と、無線制御装置ＲＮＣ＃１の識別情報とを関連付けてＩＰ
アドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２に登録する。
【００７５】
　ステップ６０８において、無線制御装置ＲＮＣ＃２のパケット転送部３７が、カプセル
化したＩＰパケットを基地局ＢＳ＃２に転送する。
【００７６】
　ステップ６０９において、基地局ＢＳ＃２のパケット転送部１７が、パケット受信部１
５により受信したＩＰパケットの宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃ｎ２と宛先ＵＤＰポート番号
ｐ＃ｎ２とに基づいて、ＩＰパケット送受信ポート-ＲＡＢ変換テーブル１１及びＲＡＢ
情報テーブル１３を参照して、宛先無線チャネル＃２を特定する。
【００７７】
　ステップ６１０において、パケット転送部１７が、受信したＩＰパケット内にカプセル
化されているＩＰパケット（宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ２及び発信元ＩＰアドレスａｄ
ｒ＃Ｕ１）を、無線チャネル＃２を介して宛先移動局ＭＳ＃２に転送する。
【００７８】
　次に、図７の例について説明する。図７におけるステップ７０１乃至７０３の動作は、
図６におけるステップ６０１乃至６０３の動作と同一である。
【００７９】
　ステップ７０４において、無線制御装置ＲＮＣ＃１のデータベース管理部３５が、ＲＡ
Ｂ-ＩＰパケット送受信ポート変換テーブル３１及びＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３
２を参照して、パケット受信部３４により受信したＩＰパケットに含まれる宛先ＩＰアド
レスａｄｒ＃Ｕ２を含むレコードが記憶されているか否かについて検索する。図６の例で
は、ＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２は、図５（ｂ３）の状態であるものとする。
【００８０】
　したがって、データベース管理部３５が、宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ２に対応する無
線リンクＲＡＢ＃２を特定することができる。次に、データベース管理部３５は、ＲＡＢ
-ＩＰパケット送受信ポート変換テーブル３１を参照して、無線リンクＲＡＢ＃２に関連
付けられている無線制御装置側のＩＰパケット送受信ポート及び基地局側のＩＰパケット
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送受信ポートに係る情報を取得する。そして、カプセル化部３６が、宛先ＩＰアドレスａ
ｄｒ＃Ｕ２及び発信元ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ１を含むＩＰパケットについて、宛先ＩＰ
アドレスａｄｒ＃ｎ２と宛先ＵＤＰポート番号ｐ＃ｎ２と発信元ＩＰアドレスａｄｒ＃ｒ
２と発信元ＵＤＰポート番号ｐ＃ｒ２とを含むＵＤＰ/ＩＰヘッダでカプセル化を行う。
【００８１】
　以下、ステップ７０５乃至７０７の動作は、図６のステップ６０８乃至６１０の動作と
同一である。
【００８２】
　（本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムの作用・効果）
　本実施形態に係る無線通信システムによれば、無線制御装置ＲＮＣ＃１のパケット転送
部３７が、第１の基地局ＢＳ＃１から送信されたＩＰパケットに含まれる第２の移動局Ｍ
Ｓ＃２のアドレス情報（ＩＰアドレス：ａｄｒ＃Ｕ２）に関連付けられている第２の無線
リンクＲＡＢ＃２に係る情報を用いて当該ＩＰパケットを第２の基地局ＢＳ＃２に転送す
るため、コアネットワークＣＮを介することなく同一の無線アクセスネットワークＲＡＮ
内の移動局ＭＳ＃１及び＃２間でＩＰパケットを転送することができ、パケット転送効率
を向上することができる。
【００８３】
　また、本実施形態に係る無線通信システムによれば、無線制御装置ＲＮＣ＃１のＲＡＢ
-ＩＰパケット送受信ポート変換テーブル３１及びＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２
が、第２の移動局ＭＳ＃２のアドレス情報（ＩＰアドレス：ａｄｒ＃Ｕ２）とコアネット
ワークＣＮから取得した第２の無線リンクＲＡＢ＃２に係る情報とを関連付けて記憶する
ため、無線制御装置ＲＮＣ＃１が、毎回コアネットワークＣＮを介して第２の移動局ＭＳ
＃２宛てのＩＰパケットを転送する必要がなくなり、パケット転送効率を向上することが
できる。
【００８４】
　（本発明の第２の実施形態に係る無線通信システム）
　本発明の第２の実施形態に係る無線通信システムは、図８に示すように、コアネットワ
ークＣＮに接続されている無線制御装置ＲＮＣ＃１及び＃２と、基地局ＢＳ＃１及びＢＳ
＃３とを介して、第１の移動局ＭＳ＃１（ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ１）から第２の移動局
ＭＳ＃３５（ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ３５）にＩＰパケットを転送するものである。
【００８５】
　ここで、第１の移動局ＭＳ＃１及び第２の移動局ＭＳ＃３５は、同一無線アクセスネッ
トワークＲＡＮ配下の異なる基地局ＢＳ＃１及びＢＳ＃３にそれぞれ接続している。また
、基地局ＢＳ＃１及びＢＳ＃３は、同一無線アクセスネットワークＲＡＮ配下の異なる無
線制御装置ＲＮＣ＃１及びＲＮＣ＃２によって制御されている。
【００８６】
　また、無線リンクＲＡＢ＃３が、無線制御装置ＲＮＣ＃２のＩＰパケット送受信ポート
＃７と基地局ＢＳ＃３のＩＰパケット送受信ポート＃８と無線チャネル＃３とを介して、
無線制御装置ＲＮＣ＃２と移動局ＭＳ＃３５との間で設定されている。
【００８７】
　また、無線制御装置ＲＮＣ＃１のＩＰパケット送受信ポート＃５では、ＩＰアドレスが
ａｄｒ＃ｒ３であり、ＵＤＰポート番号がｐ＃ｒ３である。また、無線制御装置ＲＮＣ＃
２のＩＰパケット送受信ポート＃６では、ＩＰアドレスがａｄｒ＃ｒ４であり、ＵＤＰポ
ート番号がｐ＃ｒ４である。また、無線制御装置ＲＮＣ＃２のＩＰパケット送受信ポート
＃７では、ＩＰアドレスがａｄｒ＃ｒ５であり、ＵＤＰポート番号がｐ＃ｒ５である。ま
た、基地局ＢＳ＃３のＩＰパケット送受信ポート＃８では、ＩＰアドレスがａｄｒ＃ｎ３
であり、ＵＤＰポート番号がｐ＃ｎ３である。また、無線チャネル＃３のチャネル番号は
ｃｈ＃３である。
【００８８】
　本実施形態に係る無線制御装置ＲＮＣは、図９に示すように、上述の第１の実施形態に
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係る無線制御装置ＲＮＣの構成に加えて、端末アドレス通知パケット生成部３８を具備す
る。
【００８９】
　端末アドレス通知パケット生成部３８は、所定の無線制御装置ＲＮＣ＃１又はＲＮＣ＃
２に対して、ＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２に記憶されている移動局ＭＳのアド
レス情報（ＩＰアドレス）について通知するための端末アドレス通知パケットを生成する
ものである。
【００９０】
　図１０に、端末アドレス通知パケットの一例を示す。端末アドレス通知パケットは、図
１０に示すように、ＵＤＰ/ＩＰヘッダと、発信元無線制御装置の識別情報と、ＩＰアド
レスによって構成される端末エントリとを含む。無線制御装置ＲＮＣ＃１が、図１０（ａ
）に示す端末アドレス通知パケットを生成し、無線制御装置ＲＮＣ＃２が、図１０（ｂ）
に示す端末アドレス通知パケットを生成する。
【００９１】
　パケット転送部３７は、端末アドレス通知パケット生成部３８により生成された端末ア
ドレス通知パケットを、周期的に、所定の無線制御装置ＲＮＣに送信する。
【００９２】
　したがって、パケット転送部３７及び端末アドレス通知パケット生成部３８が、所定の
無線制御装置ＲＮＣに対して、ＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２に記憶されている
移動局ＭＳのアドレス情報（ＩＰアドレス）について通知する通知部を構成する。
【００９３】
　また、図１１に示すように、データベース管理部３５が、無線制御装置ＲＮＣのＩＰア
ドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２に、通知された端末アドレス通知パケットに含まれる移
動局のアドレス情報（ＩＰアドレス）と当該端末アドレス通知パケット送信した無線制御
装置とを関連付けて記憶する。
【００９４】
　すなわち、無線制御装置ＲＮＣ＃１のＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２は、無線
制御装置ＲＮＣ＃２から通知された端末アドレス通知パケットを受信することによって、
図１１（ａ１）の状態から図１１（ａ２）の状態に更新される。また、無線制御装置ＲＮ
Ｃ＃２のＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２は、無線制御装置ＲＮＣ＃１から通知さ
れた端末アドレス通知パケットを受信することによって、図１１（ｂ１）の状態から図１
１（ｂ２）の状態に更新される。
【００９５】
　ここで、無線制御装置ＲＮＣ＃１のパケット転送部３７は、ＩＰアドレス-ＲＡＢ変換
テーブル３２を参照して、第１の基地局ＢＳ＃１から送信されたＩＰパケットに含まれる
第２の移動局のアドレス情報（ＩＰアドレス：ａｄｒ＃Ｕ３５）に関連付けられている無
線制御装置ＲＮＣ＃２に当該ＩＰパケットを転送する。一方、無線制御装置ＲＮＣ＃２の
パケット転送部３７は、ＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２を参照して、第２の基地
局ＢＳ＃２から送信されたＩＰパケットに含まれる第１の移動局のアドレス情報（ＩＰア
ドレス：ａｄｒ＃Ｕ１）に関連付けられている無線制御装置ＲＮＣ＃１に当該ＩＰパケッ
トを転送する。
【００９６】
　次に、図１２を参照して、本実施形態に係る無線通信システムにおいて、第１の移動局
ＭＳ＃１から第２の移動局ＭＳ＃３５にＩＰパケットを転送する動作について説明する。
【００９７】
　ステップ１２００において、無線制御装置ＲＮＣ＃１と無線制御装置ＲＮＣ＃２との間
で、周期的に、端末アドレス通知パケットを送信しあっている。そのため、無線制御装置
ＲＮＣ＃１及び＃２のＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２は、それぞれ図１１（ａ２
）及び（ｂ２）の状態となっているものとする。
【００９８】
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　ステップ１２０１乃至１２０３の動作は、第２の移動局ＭＳ＃３５のＩＰアドレスがａ
ｄｒ＃Ｕ３５となっていることを除いて、図６のステップ６０１乃至６０３の動作と同一
である。
【００９９】
　ステップ１２０４において、無線制御装置ＲＮＣ＃１のデータベース管理部３５が、Ｉ
Ｐアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２を参照して、パケット受信部３４により受信したＩ
Ｐパケット内部の宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ３５が無線制御装置ＲＮＣ＃２に対応する
ことを検索する。そして、無線制御装置ＲＮＣ＃１のカプセル化部３６が、宛先ＩＰアド
レスａｄｒ＃Ｕ３５及び発信元ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ１を含むＩＰパケットについて、
宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃ｒ４と宛先ＵＤＰポート番号ｐ＃ｒ４と発信元ＩＰアドレスａ
ｄｒ＃ｒ３と発信元ＵＤＰポート番号ｐ＃ｒ３とを含むＵＤＰ/ＩＰヘッダでカプセル化
を行う。
【０１００】
　ステップ１２０５において、無線制御装置ＲＮＣ＃１のパケット転送部３７が、カプセ
ル化したＩＰパケットを、無線制御装置ＲＮＣ＃２に転送する。
【０１０１】
　ステップ１２０６において、無線制御装置ＲＮＣ＃２のデータベース管理部３５が、宛
先ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ３５に対応する無線リンクＲＡＢ＃３を特定する。次に、デー
タベース管理部３５は、ＲＡＢ-ＩＰパケット送受信ポート変換テーブル３１を参照して
、無線リンクＲＡＢ＃３に関連付けられている無線制御装置側のＩＰパケット送受信ポー
ト及び基地局側のＩＰパケット送受信ポートに係る情報を取得する。そして、無線制御装
置ＲＮＣ＃２のカプセル化部３６が、宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ３５及び発信元ＩＰア
ドレスａｄｒ＃Ｕ１を含むＩＰパケットについて、宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃ｎ３と宛先
ＵＤＰポート番号ｐ＃ｎ３と発信元ＩＰアドレスａｄｒ＃ｒ５と発信元ＵＤＰポート番号
ｐ＃ｒ５とを含むＵＤＰ/ＩＰヘッダでカプセル化を行う。
【０１０２】
　以下、ステップ１２０７乃至ステップ１２０９の動作は、図６のステップ６０８乃至ス
テップ６１０の動作と同一である。
【０１０３】
　（本発明の第３の実施形態に係る無線通信システム）
　本発明の第３の実施形態に係る無線通信システムは、無線制御装置ＲＮＣ＃２を介する
ことなく、無線制御装置ＲＮＣ＃１と基地局ＢＳ＃１及びＢＳ＃３とを介して、第１の移
動局ＭＳ＃１（ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ１）から第２の移動局ＭＳ＃３５（ＩＰアドレス
ａｄｒ＃Ｕ３５）にＩＰパケットを転送するものである。
【０１０４】
　本実施形態に係る無線通信システムでは、図１０に示す端末アドレス通知パケットの代
わりに、図１３に示す端末アドレス通知パケットを用いる。また、ＩＰアドレス-ＲＡＢ
変換テーブル３２が、ＩＰアドレスと無線リンクＲＡＢと無線制御装置と基地局側のＩＰ
パケット送受信ポートとを関連付けるレコードを記憶するように変更されている。
【０１０５】
　すなわち、図１３に示すように、本実施形態に係る無線通信システムで用いられる端末
アドレス通知パケットは、端末エントリとして、ＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２
に記憶されているＩＰアドレスだけではなく、ＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２に
おいて当該ＩＰアドレスに関連付けられている基地局側のＩＰパケット送受信ポートを示
す情報（ＩＰアドレス及びＵＤＰポート番号）を含む。
【０１０６】
　次に、図１５を参照して、本実施形態に係る無線通信システムにおいて、第１の移動局
ＭＳ＃１から第２の移動局ＭＳ＃３５にＩＰパケットを転送する動作について説明する。
【０１０７】
　ステップ１５００において、無線制御装置ＲＮＣ＃１と無線制御装置ＲＮＣ＃２との間
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で、周期的に、図１３に示す端末アドレス通知パケットを送信しあっている。そのため、
無線制御装置ＲＮＣ＃１及び＃２のＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２は、それぞれ
図１４（ａ２）及び（ｂ２）の状態となっているものとする。
【０１０８】
　ステップ１５０１乃至１５０３の動作は、第２の移動局ＭＳ＃３５のＩＰアドレスがａ
ｄｒ＃Ｕ３５となっていることを除いて、図６のステップ６０１乃至６０３の動作と同一
である。
【０１０９】
　ステップ１５０４において、無線制御装置ＲＮＣ＃１のデータベース管理部３５が、図
１４（ａ１）に示すＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テーブル３２を参照して、パケット受信部
３４により受信したＩＰパケット内部の宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ３５が対応する基地
局ＢＳ＃２側のＩＰパケット送受信ポートを示す情報（ＩＰアドレスａｄｒ＃ｎ３及びＵ
ＤＰポート番号ｐ＃ｎ３）を検索する。そして、無線制御装置ＲＮＣ＃１のカプセル化部
３６が、宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ３５及び発信元ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ１を含むＩ
Ｐパケットについて、宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃ｎ４と宛先ＵＤＰポート番号ｐ＃ｎ４と
発信元ＩＰアドレスａｄｒ＃ｒ３と発信元ＵＤＰポート番号ｐ＃ｒ３とを含むＵＤＰ/Ｉ
Ｐヘッダでカプセル化を行う。
【０１１０】
　ステップ１５０５において、無線制御装置ＲＮＣ＃１のパケット転送部３７が、カプセ
ル化したＩＰパケットを、基地局ＢＳ＃３に転送する。
【０１１１】
　ステップ１５０６において、基地局ＢＳ＃３のパケット転送部１７が、パケット受信部
１５により受信したＩＰパケットの宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃ｎ４と宛先ＵＤＰポート番
号ｐ＃ｎ４とに基づいて、ＩＰパケット送受信ポート-ＲＡＢ変換テーブル１１及びＲＡ
Ｂ情報テーブル１３を参照して、宛先無線チャネル＃３を特定する。
【０１１２】
　ステップ１５０７において、基地局ＢＳ＃３のパケット転送部１７が、受信したＩＰパ
ケット内にカプセル化されているＩＰパケット（宛先ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ３５及び発
信元ＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ１）を、無線チャネル＃３を介して宛先移動局ＭＳ＃３５に
転送する。
【０１１３】
　（本発明の第４の実施形態に係る無線通信システム）
　図１６を参照して、本発明の第４の実施形態に係る無線通信システムにおいて、無線制
御装置ＲＮＣ＃１と移動局ＭＳ＃１との間の無線リンクＲＡＢ＃１の設定動作を説明する
。本発明の第４の実施形態に係る無線通信システムの構成は、上述の第１乃至第３の実施
形態に係る無線通信システムのいずれ化と同一であるものとする。
【０１１４】
　ステップ１６０１において、移動局ＭＳ＃１が「Ａｃｔｉｖｅ　ＰＤＰ　Ｃｏｎｔｅｘ
ｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」をコアネットワークＣＮに送信する。
【０１１５】
　ステップ１６０２において、コアネットワークＣＮは、３ＧＰＰ標準仕様によって規定
されている「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に、移動局ＭＳ＃１に割り
当てられたＩＰアドレスａｄｒ＃Ｕ１を新たに追加した「新規ＲＡＢ　Ａｓｓｉｎｍｅｎ
ｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を、無線制御装置ＲＮＣ＃１に送信する。
【０１１６】
　ステップ１６０３及び１６０４において、無線制御装置ＲＮＣ＃１と基地局ＢＳ＃１と
移動局ＭＳ＃１との間で、３ＧＰＰ標準仕様によって規定されているＲＡＢ設定手順が行
われる。
【０１１７】
　この際、基地局ＢＳ＃１のリンク設定部１４が、ＩＰパケット送受信ポート-ＲＡＢ変
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換テーブル１１を、図３（ａ）の状態に設定し、無線チャネル-ＲＡＢ変換テーブル１２
を、図３（ｂ）の状態に設定し、ＲＡＢ情報テーブル１３を、図３（ｃ）の状態に設定す
る。
【０１１８】
　また、無線制御装置ＲＮＣ＃１のリンク設定部３３が、ＲＡＢ-ＩＰパケット送受信ポ
ート変換テーブル３１を、図５（ｂ２）の状態に設定し、ＩＰアドレス-ＲＡＢ変換テー
ブル３２を、図５（ａ）においてＲＡＢ＃１にかかるレコードのみが記憶されている状態
に設定する。
【０１１９】
　（本発明の第５の実施形態に係る無線通信システム）　図１７乃至図２０を参照して、
本発明の第５の実施形態に係る無線通信システムについて説明する。本実施形態に係る無
線通信システムは、コアネットワークＣＮに接続されている無線制御装置ＲＣＮ＃１を介
して、同一無線アクセスネットワークＲＡＮに在圏する第１の移動局ＭＳ＃１からの発呼
に応じて該第１の移動局ＭＳ＃１と第２の移動局ＭＳ＃２とを接続するものである。
【０１２０】
　本実施形態に係る無線通信システムは、図１７に示すように、従来技術に係る無線通信
システムの構成に加えて、無線アクセスネットワークＲＡＮ内にローカル交換機ＬＭＳＣ
が設けられている。ローカル交換機ＬＭＳＣは、無線制御装置ＲＮＣ＃１に接続されてい
る。
【０１２１】
　ここで、第１の移動局ＭＳ＃１及び第２の移動局ＭＳ＃２は、同一無線アクセスネット
ワークＲＡＮ配下の異なる基地局ＢＳ＃１及びＢＳ＃２にそれぞれ接続している。
【０１２２】
　図１８に示すように、無線制御装置ＲＮＣは、呼受付部４１と、問い合わせ部４２と、
接続部４３と、位置登録処理部４４とを具備している。
【０１２３】
　呼受付部４１は、第１の移動局ＭＳ＃１からの発呼を受け付けるものである。具体的に
は、呼受付部４１は、無線チャネル＃１を介して第１の移動局ＭＳ＃１から送信された第
２の移動局ＭＳ＃２との接続要求を受信する。
【０１２４】
　問い合わせ部４２は、受け付けた呼に係る第１の移動局ＭＳ＃１と第２の移動局ＭＳ＃
２との接続方法を、当該無線制御装置ＲＮＣに接続されているローカル交換機ＬＭＳＣに
問い合わせるものである。具体的には、問い合わせ部４２は、第１の移動局ＭＳ＃１から
の接続要求に応じて、第１の移動局ＭＳ＃１と第２の移動局ＭＳ＃２との接続方法をロー
カル交換機ＬＭＳＣに問い合わせる。
【０１２５】
　接続部４３は、ローカル交換機ＬＭＳＣからの接続方法についての通知に応じて、コア
ネットワークＣＮを介することなく第１の移動局ＭＳ＃１と第２の移動局ＭＳ＃２とを接
続するものである。
【０１２６】
　位置登録処理部４４は、移動局ＭＳから送信された位置登録要求に応じて、コアネット
ワークＣＮに対して、特定の無線アクセスネットワークＲＡＮに在圏する当該移動局ＭＳ
の位置登録情報を送信する際に、ローカル交換機ＬＭＳＣに対しても、当該移動局ＭＳ＃
１の位置登録情報を送信する位置登録情報送信部を構成する。
【０１２７】
　図１９に示すように、ローカル交換機ＬＭＳＣは、位置登録処理部５１と、在圏加入者
情報データベース５２と、呼受付部５３と、呼振分部５４とを具備している。
【０１２８】
　位置登録処理部５１は、無線制御装置ＲＮＣ又は回線交換機ＭＳＣから送信された移動
局ＭＳの位置登録情報に基づいて、在圏加入者情報データベース５２の内容を更新するも
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のである。
【０１２９】
　在圏加入者情報データベース５２は、特定の無線アクセスネットワークＲＡＮに在圏す
る移動局ＭＳの位置登録情報を管理する位置登録情報管理部を構成する。
【０１３０】
　呼受付部５３は、無線制御装置ＲＮＣから送信された接続方法の問い合わせを受信する
ものである。
【０１３１】
　呼振分部５４は、上述の接続方法の問い合わせに応じて、在圏加入者情報データベース
５２を参照して、着信先である第２の移動局ＭＳ＃２が特定の無線アクセスネットワーク
ＲＡＮに在圏しているか否か（すなわち、内線発着信か否か）について判定するものであ
る。
【０１３２】
　呼振分部５４は、第２の移動局ＭＳ＃２が特定の無線アクセスネットワークＲＡＮに在
圏していると判定した場合、コアネットワークＣＮを介することなく第１の移動局ＭＳ＃
１と第２の移動局ＭＳ＃２とを接続すべき旨を示す接続方法を通知する通知部を構成する
。すなわち、かかる場合、呼振分部５４が、コアネットワークＣＮに設けられている回線
交換機ＭＳＣの代わりに、第２の移動局ＭＳ＃２の呼び出し等の接続処理や通話処理を行
う。
【０１３３】
　一方、呼振分部５４は、第２の移動局ＭＳ＃２が特定の無線アクセスネットワークＲＡ
Ｎに在圏していないと判定した場合、通常の発着信シーケンスと同様に、コアネットワー
クＣＮを介して第１の移動局ＭＳ＃１と第２の移動局ＭＳ＃２とを接続すべき旨を示す接
続方法を通知する。
【０１３４】
　次に、図２０及び図２１を参照して、本実施形態にかかる無線通信システムの動作につ
いて説明する。図２０は、本実施形態に係る無線通信システムにおける位置登録動作を示
すシーケンス図であり、図２１は、本実施形態に係る無線通信システムにおける回線交換
通信を示すシーケンス図である。
【０１３５】
　第１に、本実施形態に係る無線通信システムにおける位置登録動作を説明する。図２０
に示すように、ステップ１９０１において、無線アクセスネットワークＲＡＮに移動して
きた移動局ＭＳ＃１が、位置登録要求を無線制御装置ＲＮＣ＃１に送信する。
【０１３６】
　ステップ１９０２において、無線制御装置ＲＮＣ＃１の位置登録処理部４４が、当該位
置登録要求を、コアネットワークＣＮに設けられている回線交換機ＭＳＣに送信する。な
お、無線制御装置ＲＮＣの位置登録処理部４４は、当該位置登録要求をローカル交換機Ｌ
ＭＳＣに送信してもよい。
【０１３７】
　回線交換機ＭＳＣは、ステップ１９０３において、コアネットワークＣＮに設けられて
いるビジターロケーションレジスタＶＬＲに当該位置登録要求に係る位置登録情報を書き
込むと共に、ステップ１９０４において、当該位置登録要求をローカル交換機ＬＭＳＣに
送信する。
【０１３８】
　ステップ１９０５において、ローカル交換機ＬＭＳＣの位置登録処理部５１が、受信し
た位置登録要求に係る位置登録情報を、在圏加入者情報データベース５２に登録し、当該
移動局ＭＳ＃１についての位置登録が完了した旨を示す位置登録完了応答を回線交換機Ｍ
ＳＣに送信する。ステップ１９０６において、回線交換機ＭＳＣは、受信した位置登録完
了応答を移動局ＭＳ＃１に転送する。
【０１３９】
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　第２に、本実施形態に係る無線通信システムにおける回線交換通信を説明する。図２１
に示すように、ステップ２００１において、移動局ＭＳ＃１が、無線チャネルを介して、
移動局ＭＳ＃２との接続要求を無線制御装置ＲＮＣ＃１に対して送信する。
【０１４０】
　ステップ２００２において、無線制御装置ＲＮＣ＃１の問い合わせ部４２が、ローカル
交換機ＬＭＳＣに対して移動局ＭＳ＃１と移動局ＭＳ＃２との接続方法を問い合わせる。
【０１４１】
　ステップ２００３において、ローカル交換機ＬＭＳＣの呼振分部５４が、移動局ＭＳ＃
２についての位置登録情報が、在圏加入者情報データベースに登録されているか否かにつ
いて判定する。
【０１４２】
　移動局ＭＳ＃２についての位置登録情報が、在圏加入者情報データベースに登録されて
いると判定された場合、ローカル交換機ＬＭＳＣの呼振分部５４が、コアネットワークＣ
Ｎを介することなく移動局ＭＳ＃１と移動局ＭＳ＃２とを接続すべき旨を示す接続方法を
、無線制御装置ＲＮＣ＃１に指示する。
【０１４３】
　一方、移動局ＭＳ＃２についての位置登録情報が、在圏加入者情報データベースに登録
されていないと判定された場合、ローカル交換機ＬＭＳＣの呼振分部５４が、コアネット
ワークＣＮに設けられている回線交換機ＭＳＣを介して移動局ＭＳ＃１と移動局ＭＳ＃２
とを接続すべき旨を示す接続方法を、無線制御装置ＲＮＣ＃１に指示する。
【０１４４】
　ステップ２００４において、無線制御装置ＲＮＣ＃１の接続部４３が、ローカル交換機
ＬＭＳＣから指示された接続方法に基づいて、移動局ＭＳ＃２に対して接続要求を送信す
る。ステップ２００５において、移動局ＭＳ＃１と移動局ＭＳ＃２との間の接続が開始さ
れる。
【０１４５】
　本実施携帯に係る無線通信システムによれば、無線制御装置ＲＮＣの接続部４３が、ロ
ーカル交換機ＬＭＳＣからの接続方法についての通知に応じて、コアネットワークＣＮを
介することなく第１の移動局ＭＳ＃１と第２の移動局ＭＳ＃２とを接続するため、ローカ
ル交換機ＬＭＳＣの在圏加入者情報データベース５２によって位置登録情報が管理されて
いる移動局ＭＳ＃１及びＭＳ＃２同士を、コアネットワークＣＮを介することなく接続す
ることができ、コアネットワークＣＮの負担を軽減することができる。
【０１４６】
　また、本実施携帯に係る無線通信システムによれば、ローカル交換機ＬＭＳＣの在圏加
入者情報データベース５２が、無線制御装置ＲＮＣから送信された移動局の位置登録情報
を管理するため、移動局ＭＳの移動に柔軟に対応することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１４７】
【図１】本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る無線通信システムの基地局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る無線通信システムの基地局で管理するテーブルの一例
を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る無線通信システムの無線制御装置の機能ブロック図で
ある。
【図５】本発明の一実施形態に係る無線通信システムの無線制御装置で管理するテーブル
の一例を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る無線通信システムにおけるパケット交換通信を示すシ
ーケンス図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る無線通信システムにおけるパケット交換通信を示すシ
ーケンス図である。
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【図８】本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る無線通信システムの無線制御装置の機能ブロック図で
ある。
【図１０】本発明の一実施形態に係る無線通信システムの無線制御装置間で送信される端
末アドレス通知パケットの一例を示す図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る無線通信システムの無線制御装置で管理するテーブ
ルの一例を示す図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る無線通信システムにおけるパケット交換通信を示す
シーケンス図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係る無線通信システムの無線制御装置間で送信される端
末アドレス通知パケットの一例を示す図である。
【図１４】本発明の一実施形態に係る無線通信システムの無線制御装置で管理するテーブ
ルの一例を示す図である。
【図１５】本発明の一実施形態に係る無線通信システムにおけるパケット交換通信を示す
シーケンス図である。
【図１６】本発明の一実施形態に係る無線通信システムにおける無線リンクの設定動作を
示すシーケンス図である。
【図１７】本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成図である。
【図１８】本発明の一実施形態に係る無線通信システムの無線制御装置の機能ブロック図
である。
【図１９】本発明の一実施形態に係る無線通信システムのローカル交換機の機能ブロック
図である。
【図２０】本発明の一実施形態に係る無線通信システムにおける位置登録動作を示すシー
ケンス図である。
【図２１】本発明の一実施形態に係る無線通信システムにおける回線交換通信を示すシー
ケンス図である。
【図２２】従来技術に係る無線通信システムの概略構成図である。
【図２３】従来技術に係る無線通信システムにおけるパケット交換通信を示すシーケンス
図である。
【図２４】従来技術に係る無線通信システムにおける回線交換通信を示すシーケンス図で
ある。
【符号の説明】
【０１４８】
１１…ＩＰパケット送受信ポート-ＲＡＢ変換テーブル、１２…無線チャネル-ＲＡＢ変換
テーブル、１３…ＲＡＢ情報テーブル、１４、３３…リンク設定部
１５、３４…パケット受信部、１６、３６…カプセル化部、１７、３７…パケット転送部
、３１…ＲＡＢ-ＩＰパケット送受信ポート変換テーブル、３２…ＩＰアドレス-ＲＡＢ変
換テーブル、３５…データベース管理部、３８…端末アドレス通知パケット生成部、４１
…呼受付部、４２…問い合わせ部、４３…接続部、４４、５１…位置登録処理部、５２…
在圏加入者情報データベース
５３…呼受付部、５４…呼振分部、ＢＳ…基地局、ＣＮ…コアネットワークＧＧＳＮ…パ
ケット交換用ゲートウェイ、ＧＭＳＣ…回線交換用ゲートウェイ、ＨＬＲ…ホームロケー
ションレジスタ、ＭＳ…移動局、ＭＳＣ…回線交換機、ＲＡＮ…無線アクセスネットワー
ク、ＲＮＣ…無線制御装置、ＳＧＳＮ…パケット交換機、ＶＬＲ…ビジターロケーション
レジスタ
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】
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【図２２】 【図２３】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年4月7日(2008.4.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の装置と、前記複数の装置に含まれる第１の装置の配下に設けられている第１の基
地局と、前記複数の装置に含まれる第２の装置の配下に設けられている第２の基地局と、
前記第１の基地局と無線通信を行う第１の移動局と、前記第２の基地局と無線通信を行う
第２の移動局とを備え、前記第１の移動局から前記第２の移動局にパケットを転送する無
線通信システムであって、
　前記複数の装置と前記第１の基地局と前記第２の基地局とは、互いに接続されており、
　前記第１の装置は、
　前記第１の基地局を介して前記第１の移動局との間で第１の無線リンクを設定する設定
部と、
　前記第２の装置が前記第２の基地局を介して前記第２の移動局との間で設定した第２の
無線リンクに係る情報と、前記第２の移動局のアドレス情報とを、前記第２の装置から受
信する通知部と、
　設定された前記第１の無線リンクに係る情報と前記第１の移動局のアドレス情報とをそ
れぞれ関連付けて記憶すると共に、通知された前記第２の無線リンクに係る情報と前記第
２の移動局のアドレス情報とをそれぞれ関連付けて記憶する記憶部と、
　前記第１の基地局から送信されたパケットに含まれる前記第２の移動局のアドレス情報
に関連付けられている前記第２の無線リンクに係る情報を用いて、前記第２の装置を介す
ことなく該パケットを前記第２の基地局に転送するパケット転送部とを具備し、
　前記第１の基地局は、
　前記第１の装置により設定された前記第１の無線リンクに係る情報と無線チャネルとを
関連付けて記憶する第１の記憶部と、
　前記第１の記憶部を参照して、前記第１の移動局からパケットが送信された無線チャネ
ルに関連付けられている前記第１の無線リンクに係る情報を用いて、前記第１の装置に該
パケットを転送する第１のパケット転送部とを具備し、
　前記第２の基地局は、
　前記第２の装置により設定された前記第２の無線リンクに係る情報とパケット受信ポー
トとを関連付けて記憶する第２の記憶部と、
　前記第２の記憶部を参照して、前記第１の装置からのパケットを受信した該第２の基地
局のパケット受信ポートに関連付けられた前記第２の無線リンクに係る情報を用いて前記
第２の移動局に該パケットを転送する第２のパケット転送部とを具備することを特徴とす
る無線通信システム。
【請求項２】
　前記第１の無線リンクに係る情報は、前記第１の基地局のパケット送信ポートを示す情
報及び前記第１の装置のパケット受信ポートを示す情報を含み、
　前記第２の無線リンクに係る情報は、前記第２の装置のパケット送信ポートを示す情報
及び前記第２の基地局のパケット受信ポートを示す情報を含むことを特徴とする請求項１
に記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記第１の装置のパケット転送部は、前記第１の基地局から送信されたパケットに含ま
れる前記第２の移動局のアドレス情報が、前記記憶部において特定の無線リンクに係る情
報に関連付けられていない場合、コアネットワークから前記第２の移動局のアドレス情報
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に対応する前記第２の無線リンクに係る情報を取得し、取得した該第２の無線リンクに係
る情報を用いて該パケットを前記第２の基地局に転送し、
　前記第１の装置の記憶部は、前記第２の移動局のアドレス情報と前記コアネットワーク
から取得した前記第２の無線リンクに係る情報とを関連付けて記憶することを特徴とする
請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記第１の装置の前記通知部は、第２の装置に対して、前記記憶部に記憶されている移
動局のアドレス情報について通知し、
　前記第１の装置の記憶部は、前記通知に含まれる前記移動局のアドレス情報と該通知を
送信した前記第２の装置とを関連付けて記憶し、
　前記第１の装置のパケット転送部は、前記第１の基地局から送信されたパケットに含ま
れる前記第２の移動局のアドレス情報に関連付けられている前記第２の装置に該パケット
を転送することを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項５】
　複数の装置と、前記複数の装置に含まれる第１の装置の配下に設けられている第１の基
地局と、前記複数の装置に含まれる第２の装置の配下に設けられている第２の基地局と、
前記第１の基地局と無線通信を行う第１の移動局と、前記第２の基地局と無線通信を行う
第２の移動局とを備える無線通信システムにおいて、前記第１の移動局から前記第２の移
動局にパケットを転送する無線通信方法であって、
　前記複数の装置と前記第１の基地局と前記第２の基地局とは、互いに接続されており、
　前記第１の装置が、前記第１の基地局を介して前記第１の移動局との間で第１の無線リ
ンクを設定する工程Ａと、
　前記第１の装置が、前記第２の装置が前記第２の基地局を介して前記第２の移動局との
間で設定した第２の無線リンクを、前記第２の装置から受信する工程Ｂと、
　前記第１の装置が、設定した前記第１の無線リンクに係る情報と前記第１の移動局のア
ドレス情報とをそれぞれ関連付けて記憶部に記憶すると共に、通知された前記第２の無線
リンクに係る情報と前記第２の移動局のアドレス情報とをそれぞれ関連付けて記憶し、前
記第１の基地局が、前記第１の装置により設定された前記第１の無線リンクに係る情報と
無線チャネルとを関連付けて第１の記憶部に記憶し、前記第２の基地局が、前記第２の装
置により設定された前記第２の無線リンクに係る情報とパケット受信ポートとを関連付け
て第２の記憶部に記憶する工程Ｃと、
　前記第１の基地局が、前記第１の記憶部を参照して、前記第１の移動局からパケットが
送信された無線チャネルに関連付けられている前記第１の無線リンクに係る情報を用いて
前記第１の装置に該パケットを転送する工程Ｄと、
　前記第１の装置が、前記第１の基地局から送信されたパケットに含まれる前記第２の移
動局のアドレス情報に関連付けられている前記第２の無線リンクに係る情報を用いて、前
記第２の装置を介すことなく該パケットを前記第２の基地局に転送する工程Ｅと、
　前記第２の基地局が、前記第２の記憶部を参照して、前記第１の装置からのパケットを
受信した該第２の基地局のパケット受信ポートに関連付けられた前記第２の無線リンクに
係る情報を用いて、前記第２の移動局に該パケットを転送する工程Ｆとを有することを特
徴とする無線通信方法。
【請求項６】
　前記第１の無線リンクに係る情報は、前記第１の基地局のパケット送信ポートを示す情
報及び前記第１の装置のパケット受信ポートを示す情報を含み、
　前記第２の無線リンクに係る情報は、前記第２の装置のパケット送信ポートを示す情報
及び前記第２の基地局のパケット受信ポートを示す情報を含むことを特徴とする請求項５
に記載の無線通信方法。
【請求項７】
　前記工程Ｄにおいて、
　前記第１の装置が、前記第１の基地局から送信されたパケットに含まれる前記第２の移



(31) JP 2008-236770 A 2008.10.2

動局のアドレス情報が、前記記憶部において特定の無線リンクに係る情報に関連付けられ
ていない場合、前記コアネットワークから前記第２の移動局のアドレス情報に対応する前
記第２の無線リンクに係る情報を取得し、取得した該第２の無線リンクに係る情報を用い
て該パケットを前記第２の基地局に転送し、
　前記第１の置が、前記第２の移動局のアドレス情報と前記コアネットワークから取得し
た前記第２の無線リンクに係る情報とを関連付けて前記記憶部に記憶することを特徴とす
る請求項５に記載の無線通信方法。
【請求項８】
　前記第１の装置が、前記第２の装置に対して、前記記憶部に記憶されている移動局のア
ドレス情報について通知する工程と、
　前記第１の装置が、前記通知に含まれる前記移動局のアドレス情報と該通知を送信した
前記第１の装置とを関連付けて記憶する工程と、
　前記工程Ｄにおいて、前記第１の装置が、前記第１の基地局から送信されたパケットに
含まれる前記第２の移動局のアドレス情報に関連付けられている前記第２の装置に該パケ
ットを転送することを特徴とする請求項５に記載の無線通信方法。
【請求項９】
　第１及び第２の基地局を介して第１の移動局から第２の移動局にパケットを転送する無
線通信システムで用いられる装置であって、
　前記第２の基地局は、所定の装置の配下に設けられており、
　前記装置と前記所定の装置と前記第１の基地局と前記第２の基地局とは、互いに接続さ
れており、
　第１の基地局を介して前記第１の移動局との間で第１の無線リンクを設定する設定部と
、
　前記所定の装置が第２の基地局を介して前記第２の移動局との間で設定した第２の無線
リンクに係る情報と、前記第２の移動局のアドレス情報とを、前記所定の装置から受信す
る通知部と、
　設定された前記第１又は第２の無線リンクに係る情報と前記第１又は第２の移動局のア
ドレス情報とをそれぞれ関連付けて記憶すると共に、通知された前記第２の無線リンクに
係る情報と前記第２の移動局のアドレス情報とをそれぞれ関連付けて記憶する記憶部と、
　前記第１の基地局から送信されたパケットに含まれる前記第２の移動局のアドレス情報
に関連付けられている前記第２の無線リンクに係る情報を用いて、前記所定の装置を介す
ことなく該パケットを前記第２の基地局に転送するパケット転送部とを具備することを特
徴とする装置。
【請求項１０】
　前記パケット転送部は、前記第１の基地局から送信されたパケットに含まれる前記第２
の移動局のアドレス情報が、前記記憶部において特定の無線リンクに係る情報に関連付け
られていない場合、コアネットワークから前記第２の移動局のアドレス情報に対応する前
記第２の無線リンクに係る情報を取得し、取得した該第２の無線リンクに係る情報を用い
て該パケットを前記第２の基地局に転送し、
　前記記憶部は、前記第２の移動局のアドレス情報と前記コアネットワークから取得した
前記第２の無線リンクに係る情報とを関連付けて記憶することを特徴とする請求項９に記
載の装置。
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